
 

 

   北上市基幹相談支援センター設置規則 

 

（設置） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法

律第1 2 3号。以下「法」という。）第77条の２第２項の規定に基づき、地域におけ

る相談支援の中核的な役割を担う機関として、北上市基幹相談支援センター（以下

「センター」という。）を置く。 

 （事業内容） 

第２条 センターは、法第77条の２第１項各号に掲げる事業及び業務を総合的に実施

する。 

（事務所） 

第３条 センターの事務所は、北上市福祉部障がい福祉課に置く。 

（情報の安全管理） 

第４条 市長は、事業及び業務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の

防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。 

（補則） 

第５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  

 


